
基本構想　 (自.平成１８年度　～　至. 平成２７年度 10ヵ年)

基本計画 前期 (自.平成１８年度　～　至. 平成２２年度　５ヵ年)

後期 (自.平成２３年度　～　至. 平成２７年度　５ヵ年)

実施計画 (３年度ごとのローリングにより策定)
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亘 理 町 国 土 利 用 計 画

亘 理 町 総 合 発 展 計 画



総合発展計画とは 
これまで総合計画については、地方自治法第２条第４項において、市町村に対し、総合

計画の基本部分である「基本構想」について議会の議決を経て定めることが義務付けされ

ていたが、国の地域主権改革の下、平成２３年５月２日に「地方自治法の一部を改正する

法律」が公布され、基本構想の法的な策定義務がなくなり、策定及び議会の議決を経るか

どうかは町の独自の判断に委ねられることとなりました。  

 亘理町議会基本条例では、総合発展計画基本構想及び基本計画につきまして、議会が重

要な計画等の決定に参画する観点と、町長の政策執行上の必要性を比較考量し、その決定

にあたっては、議会の議決責任の役割を町長等と公平に分担するという観点に立ち、議会

の議決事件としております。 

亘理町の総合発展計画は、基本構想・基本計画・実施計画で構成し、行政運営を進める

うえで基本となる総合的な計画であり、まちづくりに関する施策は全てこの総合発展計画

に基づき行われます。 

 

計画策定趣旨と経過 

第4次亘理町総合発展計画(平成18年3月策定)は、｢思いやりの心で力を合わせ 安全で安

心できる豊かなまち 亘理｣を将来像とした亘理町の町政運営の根幹となるまちづくりの

目標を示す計画で、平成27年度を目標年次に、将来像を実現するための施策の方向性を 

１．町民と築く「地域協働のまちづくり」 

２．安全で利便性の高い「快適環境のまちづくり」 

３．安心して生涯を託せる「保健福祉のまちづくり」 

４．こころ豊かにふれあう「教育・文化と交流のまちづくり」 

５．活力ある「産業拠点のまちづくり」     の５つの施策を掲げています。 

 

また、施策に掲げた施策や事業を効果的に実施・展開するために、｢６．計画推進のため

に｣として、行政運営の改革の推進、財政運営の効率化等を設定しています。 

第4次亘理町総合発展計画は、本町の町政運営の基本方針を示した基本構想と、平成22

年度までを計画期間とした前期基本計画及び平成27年度までを計画期間とした後期基本計

画で構成していますが、計画終了期間が近づいており、現在の亘理町をとりまく社会経済

情勢等も踏まえ、第4次総合発展計画を精査しより重点的に、かつ実効性のある新たな第5

次総合計画を策定する必要があります。 



審議会においては、第5次総合発展計画策定にあたり、平成23年3月11日に発生した東日

本大震災を踏まえ、現状の課題等を検証し意見を述べるとともに、施策の方向性を提起し

ていただき、平成37年度までを見据えた持続可能な亘理町のまちづくりの施策の方向性を、

約１年間をかけて町長に答申することになります。 



 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 町民と築く「地域協働のまちづくり」 

（１）まちづくり基本条例の活用 

（２）地域協働のまちづくり体制の確立 

（３）地域活動・コミュニティ活動の充実 

（４）ボランティア活動・ＮＰＯ活動の充実 

（５）人権尊重・男女共同参画社会の推進 

２ 安全で利便性の高い「快適環境のまちづくり」 

（１）防災対策、消防・救急対策の充実 

（２）交通安全・防犯・消費者対策の充実 

（３）環境保全、景観形成、公園・緑地の整備 

（４）上・下水道の整備 

（５）公衆衛生とリサイクル対策の充実 

（６）調和のとれた土地利用の推進 

（７）市街地・公共ゾーンの整備 

（８）道路・交通網の整備 

（９）情報・通信基盤の整備 

（10）住宅対策の充実 

３ 安心して生涯を託せる「保健福祉のまちづくり」 

（１）地域福祉の推進 

（２）保健・医療活動の充実 

（３）児童福祉・子育て支援対策の充実 

（４）高齢者福祉の充実 

（５）障害者福祉の充実 

（６）社会保障等の充実 

４ こころ豊かにふれあう「教育・文化と交流のまちづくり」 

（１）生涯学習体制の充実と活動の推進 

（２）学校教育の充実 

（３）芸術文化活動の充実 

（４）生涯スポーツの振興 

（５）文化財の保護・伝承及び活用 

（６）国際交流・地域間交流活動の推進 

 

５ 活力あふれる「産業拠点のまちづくり」 

（１）農林水産業の振興 

（２）工業の振興 

（３）商業の振興 

（４）観光の振興 

（５）雇用対策と勤労者福祉の充実 

６ 計画推進のために 

（１）行政運営の改革の推進 

（２）財政運営の効率化 

（３）広域行政の推進 

計画の性格と役割 
この計画は、「町民のための町民による計
画づくり」をモットーに、私たちのまち亘
理町の望ましい発展方向を示します。策定
に当たっては、住民各層の多様な意向をも
とに現状の見極めと将来の展望に立って
検討するとともに、国や県等の計画も踏ま
えつつ、まちづくりにおける町民の共通目
標や町政の基本的な方策を明らかにしま
す。 

～思いやりの心で力を合わせ 安全で安心できる 豊かなまち 亘理～ 
●「思いやりの心」を亘理町まちづくりの基本とします。 
●町民と行政が力を合わせて新しいパートナーシップ体制を確立し、町民みんなの協働で自律・自立のまちづくり

を目指します。 
●地域ぐるみの防犯・防災体制の確立等による安全なまちづくりや、少子高齢化に対応する保健福祉の安心なまち

づくりを重点的に推進し、生涯を託せる安全安心のまちの確立を目指します。 
●広域仙台都市圏南部の交通要衝に位置する地域特性を生かし、心豊かな教育・文化と交流のまち、活力あふれる

産業拠点のまちづくりを進めます。 

第４次亘理町総合発展計画後期基本計画 概要版 

町民と築く「地域協働のまちづくり」 
安全で利便性の高い「快適環境の

まちづくり」 

安心して生涯を託せる「保健福祉

のまちづくり」 

こころ豊かにふれあう「教育・文化

と交流のまちづくり」 

活力あふれる「産業拠点のまち

づくり」 

５つの基本施策 

亘理町の 
将来像 

計画の構成等 

■構成 

①基本構想 

②基本計画 

③実施計画 

■計画期間 

 平成２３年度～平成２７年度 


